[bookmark: _Hlk136076596][bookmark: _Hlk194564541]西予市森林整備対策事業費補助金交付要綱
令和４年３月31日
西予市告示第75号
(目的)
第１条　この告示は、西予市の森林整備及び森林整備と一体となった路網整備の推進を図るため、予算の範囲内で西予市森林整備対策事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
　(用語の定義)
第２条　この告示において､次の各号に掲げる用語の意義は、西予市森林整備対策事業(森林整備事業)実施要領(令和５年西予市告示第124号)、西予市森林整備対策事業(施業地接続林道等補修支援事業)実施要領(令和５年西予市告示第125号)、西予市森林整備対策事業(作業道開設支援事業)実施要領(令和５年西予市告示第126号)及び西予市森林整備対策事業(林道維持管理支援事業)実施要領(令和５年西予市告示第127号)に定めるもののほか、それぞれ当該各号に定めるところによる｡
　(１)　枝葉　立木又は伐採木から分離された枝及び葉を指し、幹(用材部分)を除いたものをいう。
　(２)　短尺低質材　長さが２メートル未満の幹の部分(端材を含む。)を指し、その形状や長さの制限により、一般用材としての流通が困難なものをいう。
　(３)　形質不良材　長さが２メートル以上であるが、著しい曲がり、腐れ又は小径等のため、一般用材(製材・合板用)として市場流通が困難なものをいう。
　(４)　市税　市民税、法人市民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税をいう。
　(補助対象者及び補助対象事業等)
第３条　事業種目、事業名、補助対象者、補助対象経費及び補助金額は、別表のとおりとする。ただし、補助対象者は、市税を滞納していない者とする。
２　補助対象事業は、西予市内に存する森林に対する事業とする。
(補助金の交付申請)
第４条　補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、西予市森林整備対策事業費補助金交付申請書(様式第１号。以下「申請書」という。)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
２　事業実施主体は、申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでないものについては、この限りでない。
(補助金の交付決定)
第５条　市長は、申請書を受理した場合には、その内容を審査し、適当と認めたときは、必要な条件を付して、補助金の交付を決定し、速やかに申請者に通知するものとする。
(補助事業の変更承認申請)
第６条　前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)について、次の各号のいずれかに該当する変更をしようとするときは、あらかじめ西予市森林整備対策事業費補助金変更承認申請書(様式第２号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(１)　補助事業の内容の変更をしようとするとき。
(２)　補助金交付決定額の増減を伴う変更をしようとするとき。
２　市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の支払の可否を決定し、補助対象者にその旨を通知するものとする。
(補助事業の中止及び廃止)
第７条　補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ西予市森林整備対策事業費補助金中止(廃止)承認申請書(様式第３号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第８条　補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに西予市森林整備対策事業費補助金実績報告書(様式第４号。以下「実績報告書」という。)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
２　第４条第２項ただし書により交付申請をした補助事業者は、実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
３　第４条第２項ただし書により交付申請をした補助事業者は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した場合には、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を西予市森林整備対策事業仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第５号)により速やかに市長に報告するとともに、補助金の交付を受けた後においては、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(補助金額の確定)
第９条　市長は、実績報告書を受理した場合は、その内容を精査し、必要に応じて調査を行い、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、その旨を補助事業者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第10条　前条の規定により補助金額の確定通知を受けた補助事業者は、西予市森林整備対策事業費補助金請求書(様式第６号。以下「請求書」という。)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第11条　市長は、請求書を受理した場合は、補助金を交付するものとする。
　(目的外使用の禁止)
第12条　補助事業者は、補助金を他の目的に使用してはならない。
　(指導監督)
第13条　市長は、補助事業の実施に関して、必要に応じて調査し、指示を行い、又は報告を求めることがある。
(交付決定の取消し等)
第14条　市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金交付の指令を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(１)　この告示の規定に違反したとき。
(２)　補助金交付の条件に違反したとき。
(３)　事業の実施方法が不適当であると認められたとき。
(４)　前３号に掲げる場合のほか、この事業の実施について不正があると認められたとき。
(書類の整備等)
第15条　補助事業者は、事業に係る収入及び支出等についての証拠書類等を整備保管しておかなければならない。
２　前項に規定する証拠書類等は、事業完了の日の属する会計年度の翌会計年度から起算して５年間保管しなければならない
(その他)
第16条　この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附　則
(施行期日)
１　この告示は、公布の日から施行する。
(失効)
２　この告示は、令和９年３月31日限り、その効力を失う。
(失効に伴う経過措置)
３　令和９年３月31日以前に交付決定された補助金については、前項の規定にかかわらず、同日後においても、なおその効力を有する｡
附　則(令和５年西予市告示第82号)
この告示は、令和５年４月１日から施行する。
　　　附　則(令和５年西予市告示第123号)
　この告示は、令和５年６月30日から施行し、令和５年度事業から適用する。
附　則(令和６年西予市告示第10号)
この告示は、令和６年１月18日から施行する。
附　則(令和６年西予市告示第93号)
この告示は、令和６年４月26日から施行し、令和６年度事業から適用する。
　　　附　則(令和７年西予市告示第41号)
この告示は、令和７年４月１日から施行する。
　　附　則(令和８年西予市告示第103号)
この告示は、令和８年５月11日から施行し、令和８年４月１日から適用する。


[bookmark: _Hlk136076680]別表(第３条関係)
	事業種目
	事業名
	補助対象者
	補助対象経費
	補助金額

	森林整備
	[bookmark: _Hlk190433099]１　再造林支援事業
（１）森林経営計画地外
	森林所有者又は森林経営の委託を受けた者
	再造林に要する経費
(森林経営計画内での施業は対象外)

	県の定める造林事業の標準単価(再造林)により算出した事業費に9/10以内を乗じて得た額(1,000円未満切捨て)
又は上記金額から県の定める自伐林家支援事業(植栽)で助成された額を除いた額

	
	
	
	再造林に必要な森林作業道の開設に要する経費
(森林経営計画内での施業は対象外)
	県の定める造林事業の標準単価（森林作業道開設）により算出した事業費に6/10以内を乗じて得た額（1,000円未満切捨て）

	
	[bookmark: _Hlk190432862]（２）森林経営計画地
	森林経営計画の認定を受けた、森林所有者又は森林経営の委託を受けた者
	[bookmark: _Hlk190433217]愛媛県造林事業に採択された再造林に要する経費
	愛媛県造林事業の基準に基づいて査定した経費に1/10以内を乗じて得た額（1,000円未満切捨て）

	
	[bookmark: _Hlk190433175]２　下刈支援事業
（１）森林経営計画地外
	森林所有者又は森林経営の委託を受けた者
	下刈に要する経費
（森林経営計画内での施業は対象外）
	県の定める造林事業の標準単価(下刈)により算出した事業費に9/10以内を乗じて得た額(1,000円未満切捨て)

	
	（２）森林経営計画地
	森林経営計画の認定を受けた、森林所有者又は森林経営の委託を受けた者
	[bookmark: _Hlk189816346]愛媛県造林事業に採択された下刈りに要する経費
	愛媛県造林事業基準に基づいて査定した経費に1/10以内を乗じて得た額（1,000円未満切捨て）

	
	３　鳥獣被害防止施設等整備事業
	森林所有者又は森林経営の委託を受けた者
	鳥獣被害を防止するための資材(侵入防止柵、食害防止チューブ等)購入に要する経費
	補助対象経費の２／３
 (1,000円未満切捨て)
補助額上限　50万円

	
	４　苗木購入補助事業
	同上
	施業面積0.5ha以下の植栽にかかる苗木購入に対する経費(補植も対象)
	補助対象経費の２／３
 (1円未満切捨て)
補助額上限　10万円

	
	５　針広混交林化支援事業






	同上
	主伐（針広混交林化を目指す更新伐）施業及び施業に必要な森林作業道の開設に要する経費
林齢要件無し
再造林補助との併用不可
	県の定める造林事業の標準単価を参考に西予市により算出した事業費（標準単価）に6/10以内を乗じて得た額(1,000円未満切捨て)

	
	６　災害に強い森づくり（林地残材活用）促進事業
（１）枝葉
	同上
	林地残材の搬出に要する経費（補助対象とする林地残材は、その素材販売価格が市長が別に定める価格以下であるものに限る。）
	補助対象経費の10/10
（1円未満切捨て）　3,000円/ｔ
補助額上限　50万円/１施業地あたり

	
	（２）短尺低質材・形質不良材
	同上
	林地残材の搬出に要する経費（補助対象とする林地残材は、その素材販売価格が市長が別に定める価格以下であるものに限る。）
	補助対象経費の10/10
（1円未満切捨て）　1,000円/ｔ
補助額上限　30万円/１施業地あたり

	
	７　施業地接続林道等補修支援事業
（１）森林経営計画地
	森林経営計画の認定を受けた、森林所有者又は森林経営の委託を受けた者
	森林経営計画に依る施業計画地への接続　　　　　　　
道路面補修（路面整正、路面補強等）に要する経費
※詳細については別要領にて定める
	補助対象経費の1/2
補助額上限　50万円(１経営計画にかかる路線につき)
(1,000円未満切り捨て)

	
	（２）森林経営計画地以外
	森林所有者又は森林経営の委託を受けた者
	当年度内に行う森林整備（搬出間伐）地への接続道路面補（路面整正、路面補強等）に要する経費
※詳細については別要領にて定める
	補助対象経費の1/2
補助額上限　20万円(１施業地にかかる路線につき)
(1,000円未満切り捨て)

	路網整備
	[bookmark: _Hlk136164929]８　作業道開設支援事業
	森林所有者又は森林経営の委託を受けた者
	作業道開設に要する経費
※詳細については別要領にて定める
	補助対象経費の1/2以内
補助額上限　150万円
(1,000円未満切り捨て)

	
	[bookmark: _Hlk136167357]９　林道維持管理支援事業
	同上
	既存林道の適正な維持管理を図るために要する経費(草刈り、土砂撤去、路面工、排水施設等)
※詳細については別要領にて定める
	補助対象経費の1/2以内
労務費に対する補助
補助額上限　15万円
(1,000円未満切り捨て)
原材料費に対する補助
補助額上限　20万円
(1,000円未満切り捨て)



様式第１号(第４条関係)

[bookmark: _Hlk136079370][bookmark: _Hlk136079858]西予市森林整備対策事業費補助金交付申請書


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日


　西予市長　　　　　　　様


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　　　所　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　　　名　


　西予市森林整備対策事業を下記のとおり実施したいので、西予市森林整備対策事業費補助金交付要綱第４条の規定により、補助金の交付を申請します。なお、本申請の審査に関し、市税の納付状況について、市が税務資料を閲覧及び必要事項を調査することに同意します。


記


１　事業名　


２　補助金申請額　　　　　金　　　　　　 　円也


３　添付書類
　(１)事業実施計画書
　(２)その他市長が必要と認める書類





様式第２号(第６条関係)

西予市森林整備対策事業費補助金変更承認申請書


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日


　西予市長　　　　　　　　様


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　　　所　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　　　名　


　　年　月　日付け西予市指令林第　　号をもって補助金交付決定の通知があった標記事業について、下記のとおり変更したいので、西予市森林整備対策事業費補助金交付要綱第６条の規定により、その承認を申請します。


記


１　事業名　

２　交付決定通知額　

変更前
　　　　
　　　　変更後

３　変更の理由


　　　












様式第３号(第７条関係)


西予市森林整備対策事業費補助金中止(廃止)承認申請書

　
年　　月　　日　　


　　西予市長　　　　　　　様

住　　　所　　　　　　　　　　　　
氏　　　名　　　　　　　　　　　　
　　

年　月　日付け西予市指令林第　　号をもって補助金交付決定の通知があった標記事業について、下記のとおり中止(廃止)したいので、西予市森林整備対策事業費補助金交付要綱第７条の規定により、その承認を申請します。


記


１　事業名　　　　　　　　　　　　　


２　事業中止(廃止)の理由


３　中止の時期(廃止の時期)


様式第４号(第８条関係)


西予市森林整備対策事業費補助金実績報告書


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日


西予市長　　　　　　　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　　　所　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　　　名　



年　月　日付け西予市指令　林第　　号をもって補助金交付変更決定の通知があった標記事業の実績について、西予市森林整備対策事業費補助金交付要綱第８条の規定により、下記のとおり関係書類を添えて報告します。


記


１　事業名　


２　交付決定通知額　　　　
　変更交付決定通知額　

３　添付書類
(１)事業実施要領で定める必要書類
(２)その他市長が必要と認める書類
様式第５号(第８条関係)
年　　月　　日

　西予市長　　　　　　　様

住　所　　　　　　　　　　　
氏　名　　　　　　　　　　　


西予市森林整備対策事業費
補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額報告書


年　　月　　日付け西予市指令林第　　　号により補助金交付決定のあった西予市森林整備対策事業費補助金について西予市森林整備対策事業費補助金交付要綱第８条第３項の規定により、下記のとおり報告します｡

記

１　西予市森林整備対策事業費補助金交付要綱第８条の規定による補助金の額の確定額(　　　　年　月　日付西予市指令林第　号による額の確定通知額)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

２　消費税及び地方消費税の申告により確定した仕入れに係る消費税等相当額
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

３　補助金返還相当額
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円　


様式第６号(第10条関係)

西予市森林整備対策事業費補助金請求書


年　　月　　日

西予市長　　　　　　　　様


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　


年　月　日付け西予市指令林第　　　号により補助金交付決定のあった西予市森林整備対策事業費補助金について西予市森林整備対策事業費補助金交付要綱第10条の規定に基づき、下記のとおり請求します。

記


一金　　   　　　　　　　　 　　　　　　円也
内訳　交付決定通知額　金　  　　　　　　円也
　　　　　　　　　　 今回請求額　 　 金　  　　　　　　円也
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